
評価集計表

選定基準 可 否

１　事業計画に基づく管理により、公の施設における利用者の平等な利用の確保に配慮されたものであること（指定手続等に関する条例第４条第１項第１号） 9人 0人

２　事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること（指定手続等に関する条例第４条第１項第１号） 9人 0人

３　申請団体が公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の能力を有しており、又は確保できる見込みがあること（指定手続等に関する条例第４条第１項
第２号）

9人 0人

４　その他別に定める基準（指定手続等に関する条例第４条第１項第３号） 8人 1人

総合評価 9人 0人

施設名：木更津市市民活動支援センター

申請団体：三幸株式会社南総支店


